
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電
気
工
作
物
の
使
用
及
び
廃
止
の
状
況
の
把
握
並
び
に
適
正
な
管
理
に
関
す
る
標
準
実
施
要

領
（
内
規
）
」

新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電
気
工
作
物
の
使
用
及
び
廃
止
の
状
況
の
把
握
並
び
に
適
正
な
管
理
に
関
す
る
標
準
実
施
要
領
（
内

規
）
（
平
成
１
７
年
４
月
１
日
）改

正

案

現

行

「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電
気
工
作
物

「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電
気
工
作
物

の
使
用
及
び
廃
止
の
状
況
の
把
握
並
び
に
適
正
な
管
理
に
関
す
る
標
準

の
使
用
及
び
廃
止
の
状
況
の
把
握
並
び
に
適
正
な
管
理
に
関
す
る
標
準

実
施
要
領
（
内
規
）
」
に
つ
い
て

実
施
要
領
（
内
規
）
」
に
つ
い
て

経
済
産
業
省
商
務
流
通
保
安
審
議
官

豊
永

厚
志

経
済
産
業
省
原
子
力
安
全
・
保
安
院
長

松
永

和
夫

経
済
産
業
省
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用

経
済
産
業
省
原
子
力
安
全
・
保
安
院
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含

す
る
電
気
工
作
物
の
使
用
及
び
廃
止
の
状
況
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
を

有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電
気
工
作
物
の
使
用
及
び
廃
止
の
状
況
を
適

目
的
と
し
て
、
電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
５

切
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和
４
０

４
号
）
に
基
づ
く
届
出
と
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処

年
通
商
産
業
省
令
第
５
４
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
届

理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
別
措
置
法
」
と
い

出
と
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る

う
。
）
に
基
づ
く
届
出
に
つ
い
て
、
各
経
済
産
業
局
及
び
内
閣
府
沖
縄
総

特
別
措
置
法
（
以
下
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
届

合
事
務
局
と
各
都
道
府
県
・
政
令
市
と
の
間
で
情
報
を
共
有
し
、
両
制
度

出
に
つ
い
て
、
各
経
済
産
業
局
及
び
内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局
と
各
都
道

間
の
連
携
を
図
っ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

府
県
・
政
令
市
と
の
間
で
情
報
を
共
有
し
、
両
制
度
間
の
連
携
を
図
っ
て

来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
般
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
２
４
年
法
律
第
４
７
号
）

今
般
、
鉱
山
保
安
法
及
び
経
済
産
業
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

の
施
行
に
伴
い
、
平
成
２
４
年
９
月
１
９
日
よ
り
原
子
力
発
電
工
作
物
に

律
（
平
成
１
６
年
法
律
第
９
４
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
平
成
１
７
年
４
月

関
す
る
安
全
規
制
が
経
済
産
業
省
と
原
子
力
規
制
委
員
会
の
共
管
と
な
っ

１
日
よ
り
経
済
産
業
局
長
が
有
し
て
い
る
産
業
保
安
に
係
る
権
限
が
産
業
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た
こ
と
、
原
子
力
安
全
・
保
安
院
の
一
部
が
商
務
流
通
保
安
グ
ル
ー
プ
に

保
安
監
督
部
長
（
産
業
保
安
監
督
部
の
支
部
長
、
中
部
近
畿
産
業
保
安
監

組
織
替
え
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
別
措
置
法
に
お
け
る
運
用
と

督
部
北
陸
産
業
保
安
監
督
署
長
及
び
那
覇
産
業
保
安
監
督
事
務
所
長
を
含

の
整
合
性
を
図
る
な
ど
、
実
効
的
な
制
度
の
運
用
を
一
層
図
る
観
点
か
ら

む
。
以
下
同
じ
。
）
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

、
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電
気
工
作

ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電
気
工
作
物
の
使
用
及
び
廃
止
の
状

物
の
使
用
及
び
廃
止
の
状
況
の
把
握
並
び
に
適
正
な
管
理
に
関
す
る
標
準

況
の
把
握
並
び
に
適
正
な
管
理
に
関
す
る
標
準
実
施
要
領
（
内
規
）
」
を

実
施
要
領
（
内
規
）
」
を
別
添
の
と
お
り
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

別
添
の
と
お
り
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電

な
お
、
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電

気
工
作
物
の
使
用
及
び
廃
止
の
状
況
の
把
握
並
び
に
適
正
な
管
理
に
関
す

気
工
作
物
の
使
用
及
び
廃
止
の
状
況
の
把
握
並
び
に
適
正
な
管
理
に
関
す

る
標
準
実
施
要
領
（
内
規
）
（
平
成1

7
･
0
2
･
1
4

原
院
第4

号
）
」
に
つ
い
て

る
標
準
実
施
要
領
に
つ
い
て
（
平
成1

6
･
0
3
･
2
6

原
院
第9

号N
I
S
A
-
2
3
7
c
-
0
4

は
平
成
２
４
年
９
月
１
８
日
限
り
廃
止
す
る
。

-
1

）
」
及
び
「
電
気
事
業
法
に
基
づ
く
報
告
制
度
と
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
届
出

制
度
の
連
携
に
つ
い
て
（
平
成1

4
･
1
0
･
3
0

原
院
第1

号N
I
S
A
-
2
3
7
a
-
0
2
-
2

）

」
は
平
成
１
７
年
３
月
３
１
日
限
り
廃
止
す
る
。

（
別
添
）

（
別
添
）

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電
気
工
作
物
の

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電
気
工
作
物
の

使
用
及
び
廃
止
の
状
況
の
把
握
並
び
に
適
正
な
管
理
に
関
す
る
標
準
実
施

使
用
及
び
廃
止
の
状
況
の
把
握
並
び
に
適
正
な
管
理
に
関
す
る
標
準
実
施

要
領
（
内
規
）

要
領
（
内
規
）

平
成
２
４
年
９
月
１
９
日

平
成
１
７
年
４
月
１
日

経

済

産

業

省

経

済

産

業

省

商
務
流
通
保
安
グ
ル
ー
プ

原
子
力
安
全
・
保
安
院
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１
．
平
成
１
６
年
経
済
産
業
省
告
示
第
６
７
号
及
び
平
成
２
４
年
経
済
産
業
省

１
．
平
成
１
６
年
経
済
産
業
省
告
示
第
６
７
号
に
基
づ
き
、
規
則
第
４
条
の
表

告
示
第
２
０
２
号
に
基
づ
き
、
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
５
号

第
１
５
号
の
２
及
び
同
表
第
１
７
号
の
２
の
届
出
を
要
す
る
場
合
の
欄
に
規

の
２
及
び
同
表
第
１
７
号
の
２
の
届
出
を
要
す
る
場
合
の
欄
に
規
定
す
る
電

定
す
る
電
気
工
作
物
を
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

気
工
作
物
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
原
子
力
発
電
工
作
物
に

係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
（
平
成
２
４
年
経
済
産
業
省
令
第
７
１
号
）
第
４

条
の
表
第
１
８
号
及
び
同
表
第
２
１
号
の
届
出
を
要
す
る
場
合
の
欄
に
規
定

す
る
電
気
工
作
物
を
次
の
第
一
号
（
柱
上
変
圧
器
を
除
く
。
）
、
第
三
号
、

第
五
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

一

変
圧
器
（
電
気
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
柱
上
変
圧
器
を
除
く
。
）

一

変
圧
器
（
電
気
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
柱
上
変
圧
器
を
除
く
。
）

二

電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー

二

電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー

三

計
器
用
変
成
器

三

計
器
用
変
成
器

四

リ
ア
ク
ト
ル

四

リ
ア
ク
ト
ル

五

放
電
コ
イ
ル

五

放
電
コ
イ
ル

六

電
圧
調
整
器

六

電
圧
調
整
器

七

整
流
器

七

整
流
器

八

開
閉
器

八

開
閉
器

九

遮
断
器

九

遮
断
器

十

中
性
点
抵
抗
器

十

中
性
点
抵
抗
器

十
一

避
雷
器

十
一

避
雷
器

十
二

O
F

ケ
ー
ブ
ル

十
二

O
F

ケ
ー
ブ
ル

２
．
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
５
号
の
２
及
び
原
子
力
発
電
工
作

２
．
規
則
第
４
条
の
表
第
１
５
号
の
２
の
届
出
を
要
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
８
号
の
届
出
を
要
す
る
場

現
に
設
置
し
て
い
る
又
は
予
備
と
し
て
有
し
て
い
る
上
記
１
．
に
掲
げ
る
事

合
に
つ
い
て
は
、
現
に
設
置
し
て
い
る
又
は
予
備
と
し
て
有
し
て
い
る
上
記

業
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と

１
．
に
掲
げ
る
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
判
明
し
た
後
直
ち
に
、
当
該
電
気
工
作
物
を
廃
止
し

該
当
す
る
場
合
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
判
明
し
た
後
直
ち
に
、
当
該
電
気

、
同
表
第
１
７
号
の
２
の
届
出
を
行
う
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

工
作
物
を
廃
止
し
、
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
７
号
の
２
又
は
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原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
２
１
号
の

届
出
を
行
う
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３
．
上
記
２
．
本
文
の
場
合
、
電
気
事
業
者
又
は
自
家
用
電
気
工
作
物
の
設

３
．
上
記
２
．
本
文
の
場
合
、
電
気
事
業
者
又
は
自
家
用
電
気
工
作
物
の
設

置
者
は
、
様
式
第
１
に
次
の
事
項
を
記
入
の
上
、
遅
滞
な
く
当
該
電
気
工

置
者
は
、
様
式
第
１
に
次
の
事
項
を
記
入
の
上
、
遅
滞
な
く
当
該
電
気
工

作
物
を
設
置
し
て
い
る
又
は
予
備
と
し
て
保
管
し
て
い
る
場
所
を
管
轄
す

作
物
を
設
置
し
て
い
る
又
は
予
備
と
し
て
保
管
し
て
い
る
場
所
を
管
轄
す

る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
当
該
電
気
工
作
物
が
原
子
力
発
電
所
に
属
す
る

る
産
業
保
安
監
督
部
長
に
届
け
出
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
（
以

下
「
規
制
委
員
会
」
と
い
う
。
）
）
に
届
け
出
る
こ
と
。

一
～
十
一
（
略
）

一
～
十
一
（
略
）

４
．
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
６
号
及
び
原
子
力
発
電
工
作
物

４
．
規
則
第
４
条
の
表
第
１
６
号
の
届
出
を
要
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
上

に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
７
号
の
届
出
を
要
す
る
場

記3

．
の
届
出
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
、
次
の
事
項
の
い
ず
れ
か
に
変
更

合
に
つ
い
て
は
、
上
記
３
．
の
届
出
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
、
次
の
事
項

が
あ
っ
た
場
合
と
す
る
こ
と
。

の
い
ず
れ
か
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
と
す
る
こ
と
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

５
．
上
記
４
．
の
場
合
、
電
気
事
業
者
又
は
自
家
用
電
気
工
作
物
の
設
置
者

５
．
上
記
４
．
の
場
合
、
電
気
事
業
者
又
は
自
家
用
電
気
工
作
物
の
設
置
者

は
、
様
式
第
１
の
２
に
上
記
４
．
に
該
当
す
る
事
項
を
記
入
の
上
、
遅
滞

は
、
様
式
第
１
の
２
に
上
記
４
．
に
該
当
す
る
事
項
を
記
入
の
上
、
遅
滞

な
く
当
該
電
気
工
作
物
を
設
置
し
て
い
る
又
は
予
備
と
し
て
保
管
し
て
い

な
く
当
該
電
気
工
作
物
を
設
置
し
て
い
る
又
は
予
備
と
し
て
保
管
し
て
い

る
場
所
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
当
該
電
気
工
作
物
が
原
子
力

る
場
所
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
に
届
け
出
る
こ
と
。

発
電
所
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
規
制
委

員
会
）
に
届
け
出
る
こ
と
。

６
．
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
７
号
の
２
及
び
原
子
力
発
電
工

６
．
規
則
第
４
条
の
表
第
１
７
号
の
２
の
届
出
を
要
す
る
場
合
に
つ
い
て
は

作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第4

条
の
表
第
２
１
号
の
届
出
を
要
す
る

、
上
記
１
．
に
掲
げ
る
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ

場
合
に
つ
い
て
は
、
上
記
１
．
に
掲
げ
る
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て

ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
も
の
を
廃
止
し
た
場
合
と
す
る

、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
も
の
を
廃
止

こ
と
。

し
た
場
合
と
す
る
こ
と
。
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７
．
上
記
６
．
の
場
合
、
電
気
事
業
者
又
は
自
家
用
電
気
工
作
物
の
設
置
者

７
．
上
記
６
．
の
場
合
、
電
気
事
業
者
又
は
自
家
用
電
気
工
作
物
の
設
置
者

は
、
様
式
第
２
に
次
の
事
項
を
記
入
の
上
、
遅
滞
な
く
当
該
電
気
工
作
物

は
、
様
式
第
２
に
次
の
事
項
を
記
入
の
上
、
遅
滞
な
く
当
該
電
気
工
作
物

が
設
置
さ
れ
て
い
た
又
は
予
備
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
場
所
を
管
轄
す

が
設
置
さ
れ
て
い
た
又
は
予
備
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
場
所
を
管
轄
す

る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
当
該
電
気
工
作
物
が
原
子
力
発
電
所
に
属
す
る

る
産
業
保
安
監
督
部
長
に
届
け
出
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
規
制
委
員
会
）
に
届
け
出

る
こ
と
。

一
～
十
二
（
略
）

一
～
十
二
（
略
）

８
．
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
９
号
及
び
原
子
力
発
電
工
作
物

８
．
規
則
第
４
条
の
表
第
１
９
号
の
届
出
を
要
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
事

に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
２
７
号
の
届
出
を
要
す
る
場

業
用
電
気
工
作
物
の
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
、
絶
縁
油
が
構
内
以

合
に
つ
い
て
は
、
事
業
用
電
気
工
作
物
の
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し

外
に
排
出
さ
れ
た
、
又
は
地
下
に
浸
透
し
た
場
合
と
す
る
こ
と
。

、
絶
縁
油
が
構
内
以
外
に
排
出
さ
れ
た
、
又
は
地
下
に
浸
透
し
た
場
合
と

す
る
こ
と
。

９
．
上
記
８
．
の
場
合
、
電
気
事
業
者
又
は
自
家
用
電
気
工
作
物
の
設
置
者

９
．
上
記
８
．
の
場
合
、
電
気
事
業
者
又
は
自
家
用
電
気
工
作
物
の
設
置
者

は
、
様
式
第
３
に
、
当
該
絶
縁
油
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
濃
度
、

は
、
様
式
第
３
に
次
の
事
項
を
記
入
の
上
、
事
故
の
発
生
後
可
能
な
限
り

事
故
の
状
況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概
要
を
記
入
の
上
、
事
故
の
発
生
後
可

速
や
か
に
当
該
電
気
工
作
物
を
設
置
し
て
い
る
又
は
予
備
と
し
て
保
管
し

能
な
限
り
速
や
か
に
当
該
電
気
工
作
物
を
設
置
し
て
い
る
又
は
予
備
と
し

て
い
る
場
所
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
に
届
け
出
る
こ
と
。

て
保
管
し
て
い
る
場
所
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
当
該
電
気
工

作
物
が
原
子
力
発
電
所
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大

臣
及
び
規
制
委
員
会
）
に
届
け
出
る
こ
と
。

（
削
除
）

一

当
該
絶
縁
油
が
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
し
て
い
る
こ
と
の
有

無

（
削
除
）

二

一
に
お
い
て
、
含
有
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
濃
度
、
事

故
の
状
況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概
要

１
０
．
（
略
）

１
０
．
（
略
）

１
１
．
各
産
業
保
安
監
督
部
（
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て

１
１
．
各
産
業
保
安
監
督
部
が
規
則
を
運
用
す
る
に
あ
た
り
必
要
な
範
囲
内

は
経
済
産
業
大
臣
）
が
電
気
関
係
報
告
規
則
及
び
原
子
力
発
電
工
作
物
に

に
お
い
て
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
別
措
置
法
の
届
出
に
係
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
際
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係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
を
運
用
す
る
に
当
た
り
必
要
な
範
囲
内
に
お
い

に
は
、
別
添
様
式
を
参
考
に
各
都
道
府
県
・
政
令
市
に
情
報
の
提
供
を
依

て
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
別
措
置
法
の
届
出
に
係
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
際
に
は
、

頼
す
る
と
と
も
に
、
各
都
道
府
県
・
政
令
市
よ
り
規
則
に
係
る
情
報
の
提

別
添
様
式
を
参
考
に
各
都
道
府
県
・
政
令
市
に
情
報
の
提
供
を
依
頼
す
る

供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
提
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

と
と
も
に
、
各
都
道
府
県
・
政
令
市
よ
り
電
気
関
係
報
告
規
則
及
び
原
子

力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
に
係
る
情
報
の
提
供
を
求
め

ら
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
提
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
別
添
様
式
）
（
略
）

（
別
添
様
式
）
（
略
）

（
別
表
）

（
別
表
）

電

気

工

製
造
者
名

表
示
記
号
等

電

気

工

製
造
者
名

表
示
記
号
等

作

物

の

作

物

の

種
類

種
類

変
圧
器

株
式
会
社

・
変
圧
器
不
燃
性
油
（1

9
6
5

年
以
前
製
造
の
も
の

変
圧
器

株
式
会
社

変
圧
器
不
燃
性
油
（1

9
6
5

年
以
前
製
造
の
も
の
）

愛
知
電
機

）
、
不
燃
油
変
圧
器
（1

9
6
6

年
以
降
製
造
の
も
の

愛
知
電
機

、
不
燃
油
変
圧
器
（1

9
6
6

年
以
降
製
造
の
も
の
）

工
作
所

）
、
冷
却
方
式
Ｌ
Ｎ
Ａ
Ｎ
（1

9
6
6

年
以
降
製
造
の

工
作
所

、
冷
却
方
式
Ｌ
Ｎ
Ａ
Ｎ
（1

9
6
6

年
以
降
製
造
の
も

も
の
）

の
）

富
士
電
機

・
富
士
不
燃
性
合
成
絶
縁
油
入
、
富
士
シ
ン
ク
ロ

富
士
電
機

富
士
不
燃
性
合
成
絶
縁
油
入
、
富
士
シ
ン
ク
ロ
ー

製
造
株
式

ー
ル
油
入
、
不
燃
性
油
入
、
カ
ネ
ク
ロ
ー
ル
油
入

製
造
株
式

ル
油
入
、
不
燃
性
油
入
、
カ
ネ
ク
ロ
ー
ル
油
入

会
社

会
社
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株
式
会
社

・

Ｊ
（
型
式
中
、
「
Ｊ
」
が
含
ま
れ
る
も
の
）

株
式
会
社

Ｊ
（
型
式
番
号
中
に
「
Ｊ
」
が
含
ま
れ
る
も
の
）

日
立
製
作

日
立
製
作

所

所

北
陸
電
機

・
不
燃
性
油
入
、
不
燃
性
絶
縁
油
入
、
カ
ネ
ク
ロ

北
陸
電
機

不
燃
性
油
入
、
不
燃
性
絶
縁
油
入
、
カ
ネ
ク
ロ
ー

製
造
株
式

ー
ル
油
入
、
富
士
シ
ン
ク
ロ
ー
ル
油
入
、
不
燃
性

製
造
株
式

ル
油
入
、
富
士
シ
ン
ク
ロ
ー
ル
油
入
、
不
燃
性
合

会
社

合
成
絶
縁
油
入
変
圧
器

会
社

成
絶
縁
油
入
変
圧
器

株
式
会
社

・
Ａ
（
型
式
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
前
の
群
に
「
Ａ
」

株
式
会
社

Ａ
（
型
式
番
号
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
前
の
群
に
「
Ａ

明
電
舎

が
含
ま
れ
る
も
の
（
た
だ
し
、
ハ
イ
フ
ン
が
含
ま

明
電
舎

」
が
含
ま
れ
る
も
の
）

れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
）
。
）

(N
IFA

、NIFAX
、NIK

AX

、NILAX

、NIRAX

、

（NITAX

、NIK
AX

、NIRSAX

、NITSAX

、NIT
N

IRG
AX

、NIRSAX
、NIRSG

AX

、NITA

、NI
A

、NIRAX

、NIRG
AX

、NIRSG
AX

、NO
RAX

TAX

、N
ITSAX

、NO
RAX
、N

O
RAXY

、NO
R

、N
O

RSAXY

、N
O

TAX

、N
O

RAXY

、N
IFA

、

SAXY

、NO
TAX

、
等)

N
IFAX

、NILAX

、
等)

三
菱
電
機

・
不
燃
性
油
入

三
菱
電
機

不
燃
性
油
入

株
式
会
社

株
式
会
社

日
新
電
機

・
不
燃
油
入
、
Ａ
Ｆ
式

日
新
電
機

不
燃
油
入
、
Ａ
Ｆ
式

株
式
会
社

株
式
会
社

大
阪
変
圧

・
不
燃
油
入
、
不
燃
油
使
用

大
阪
変
圧

不
燃
油
入
、
不
燃
油
使
用

器
株
式
会

器
株
式
会

社

社



- 7 -

株
式
会
社

･

不
燃
性
油
入

株
式
会
社

Ｕ
（
型
式
番
号
中
に
「
Ｕ
」
が
含
ま
れ
る
も
の
、

高
岳
製
作

・
Ｕ
（
型
式
中
、
「
Ｕ
」
が
含
ま
れ
る
も
の
、
た

高
岳
製
作

た
だ
し
「
Ｕ
Ｍ
」
の
記
載
品
は
除
く
）
、
不
燃
性

所

だ
し
「
Ｕ
Ｍ
」
の
記
載
品
は
除
く
）

所

油
入

東
光
電
気

・
不
燃
性
油
入

東
光
電
気

不
燃
性
油
入

株
式
会
社

株
式
会
社

東
京
芝
浦

・
不
燃
性
絶
縁
油
入

東
京
芝
浦

・
不
燃
性
絶
縁
油
入

電
気
株
式

・
Ｌ
（
冷
却
方
式
が
「
Ｌ
」
で
始
ま
る
も
の
）

電
気
株
式

・
Ｓ
（
型
式
番
号
が
「
Ｓ
」
で
始
ま
る
も
の
（
た

会
社

・
Ｓ
（
型
式
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
前
の
群
が
「
Ｓ
」

会
社

だ
し
Ｓ
Ｉ
で
始
ま
る
も
の
及
び
型
式
Ｓ
Ｈ
－
５
～

で
始
ま
る
も
の
。
た
だ
し
、
Ｓ
Ｉ
で
始
ま
る
も
の

２
０
を
除
く
）
）

及
び
型
式
Ｓ
Ｈ
－
５
～
２
０
を
除
く
。
）

・
型
式
番
号
が
Ｅ
Ｐ
Ｔ
－
Ｓ
の
も
の

・
Ｓ
（
型
式
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
後
の
群
が
「
Ｓ
」

・L

（
冷
却
方
式
が
「
Ｌ
」
で
始
ま
る
も
の
）

で
始
ま
る
も
の
。
た
だ
し
、
Ｈ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
－
Ｓ
１
～

参
考
）
型
式
番
号
表
示
で
「
Ｓ
」
を
使
用
し
て
い

Ｓ
２
１
、
Ｈ
Ｃ
Ｒ
－
Ｓ
１
～
Ｓ
２
１
を
除
く
。
）

る
Ｈ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
－
Ｓ
１
～
Ｓ
２
１
、
Ｈ
Ｃ
Ｒ
－
Ｓ
１

～
Ｓ
２
１
は
対
象
で
は
な
い

中
国
電
機

・
不
燃
性
油
入

中
国
電
機

不
燃
性
油
入

製
造
株
式

製
造
株
式

会
社

会
社

株
式
会
社

・
不
燃
性
油
入

酉
島
電
機

製
作
所

電

力

用

株
式
会
社

・
Ｔ
Ｐ
Ｂ

電

力

用

株
式
会
社

Ｔ
Ｐ
Ｂ
、
Ｊ
（
型
式
番
号
中
に
「
Ｊ
」
が
含
ま
れ
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コ

ン

デ

日
立
製
作

・
Ｊ
（
型
式
中
、
「
Ｊ
」
が
含
ま
れ
る
も
の
）

コ

ン

デ

日
立
製
作

る
も
の
）

ン
サ
ー

所

ン
サ
ー

所

日
立
コ
ン

・
Ｄ
Ｆ

Ｃ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
、
Ｄ
Ｆ
式
コ
ン
デ

日
立
コ
ン

Ｄ
Ｆ

Ｃ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
、
Ｄ
Ｆ
式
コ
ン
デ
ン

デ
ン
サ
株

ン
サ

デ
ン
サ
株

サ

式
会
社

式
会
社

マ
ル
コ
ン

・
不
燃
性
油
入
、
Ｎ
Ｏ
Ｎ
－
Ｉ
Ｎ
Ｆ
Ｌ
Ａ
Ｍ
Ｍ
Ａ

マ
ル
コ
ン

表
示
に
、
Ｐ
Ｆ
Ｃ
Ｄ
、
Ｎ
Ｈ
Ｄ
、
Ｄ
Ｆ
、
Ｎ
Ｌ
Ｄ

電
子
株
式

Ｂ
Ｌ
Ｅ

Ｌ
Ｉ
Ｑ
Ｕ
Ｉ
Ｄ
、
シ
バ
ノ
ー
ル
入
、
Ｄ
Ｆ

電
子
株
式

、
Ｎ
Ｌ
Ｄ
－
Ｃ
、
不
燃
性
油
入
、
シ
バ
ノ
ー
ル
入

会
社

コ
ン
デ
ン
サ

会
社

と
示
さ
れ
て
い
る
も
の

二
井
蓄
電

・
型
式
が
、
Ｃ
Ｄ
～
、
Ｄ
～
、
Ｄ
Ｆ
～
、
Ｆ
Ｃ
Ｄ

二
井
蓄
電

ま
た
は
型
式
が
、
Ｃ
Ｄ
～
、
Ｍ
Ｃ
Ｄ
～
、
Ｎ
Ｃ
Ｄ

器
株
式
会

～
、
Ｆ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
～
、
Ｍ
Ｃ
Ｄ
～
、
Ｎ
Ｃ
Ｄ
～
、
Ｎ

器
株
式
会

～
、
Ｆ
Ｃ
Ｄ
～
、
Ｓ
Ｓ
Ｄ
～
、
Ｓ
Ｄ
～
、
Ｄ
～
、

社

Ｈ
Ｄ
～
、
Ｎ
Ｌ
Ｄ
～
、
Ｎ
Ｌ
Ｄ
－
Ｃ
、
Ｐ
Ｆ
Ｃ
Ｄ

社

Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｂ
～
、
Ｓ
Ｄ
Ｂ
～
、
Ｓ
Ｄ
Ｒ
～
、
Ｆ
Ｃ
Ｄ

東
京
電
器

～
、
Ｓ
Ｄ
～
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｂ
～
、
Ｓ
Ｄ
Ｂ
～
、
Ｓ
Ｄ

東
京
電
器

Ｅ
～
、
～
Ｆ
Ｃ
Ｄ
～
、
～
Ｓ
Ｄ
Ｓ
～
、
～
Ｓ
Ｄ
Ｆ

株
式
会
社

Ｒ
～
、
Ｓ
Ｒ
Ｔ
－
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
、
Ｓ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
～
、
Ｓ

株
式
会
社

～
、
～
Ａ
Ｋ
～
、
～
Ａ
Ｄ
－
～
、
～
Ａ
Ｓ
Ｔ
－
～

Ｒ
－
～
、
Ｓ
Ｓ
Ｄ
～
、
～
Ａ
Ｄ
－
～
、
～
Ａ
Ｆ
～

、
Ｓ
Ｒ
Ｔ
－
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
、
Ｓ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
～
、
Ｓ
Ｒ
－

、
～
Ａ
Ｋ
～
、
～
Ａ
Ｓ
Ｔ
－
～
、
～
Ａ
－
～
、
～

～
、
～
Ｅ
Ｄ
～
、
～
Ｅ
Ｄ
Ｓ
～
、
～
Ｅ
Ｄ
Ｆ
～
、

Ｅ
Ｄ
～
、
～
Ｅ
Ｄ
Ｆ
～
、
～
Ｅ
Ｄ
Ｓ
～
、
～
Ｆ
Ｃ

～
Ａ
Ｆ
～
、
～
Ａ
－
～
（
た
だ
し
、
～
は
数
字
（

Ｄ
～
、
～
Ｓ
Ｄ
Ｓ
～
、
～
Ｓ
Ｄ
Ｆ
～
、
Ｓ
Ｐ
～
、

群
）
、
－
は
ハ
イ
フ
ン
を
示
す
）
で
示
さ
れ
る
も

で
示
さ
れ
る
も
の
（
た
だ
し
、
～
は
数
字
（
群
）

の

、
－
は
ハ
イ
フ
ン
を
示
す
）

松
下
電
器

・
Ａ
Ｆ
式

松
下
電
器

Ａ
Ｆ
式

産
業
株
式

産
業
株
式

会
社

会
社
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三
菱
電
機

・
不
燃
性
油
入

三
菱
電
機

Ｋ
Ｌ
－
１
、
Ｋ
Ｌ
－
２
、
Ｋ
Ｌ
－
３
、
Ｋ
Ｕ
Ｆ
、

株
式
会
社

・
Ｋ
Ａ
Ｆ
、
Ｋ
Ａ
Ｌ
、
Ｋ
Ａ
Ｐ
、
Ｋ
Ｂ
Ｆ
、
Ｋ
Ｂ

株
式
会
社

Ｋ
Ａ
Ｆ
、
Ｋ
Ｂ
Ｆ
、
Ｋ
Ｅ
Ｆ
、
Ｋ
Ｕ
Ｐ
、
Ｋ
Ａ
Ｐ

Ｐ
、
Ｋ
Ｅ
Ｆ
、
Ｋ
Ｅ
Ｐ
、
Ｋ
Ｇ
Ｌ
、
Ｋ
Ｌ
－
１
、

、
Ｋ
Ｂ
Ｐ
、
Ｋ
Ｅ
Ｐ
、
Ｋ
Ｔ
Ｐ
、
Ｋ
Ａ
Ｌ
、
Ｋ
Ｇ

Ｋ
Ｌ
－
２
、
Ｋ
Ｌ
－
３
、
Ｋ
Ｕ
Ｆ
、
Ｋ
Ｕ
Ｐ
、
Ｋ

Ｌ
、
不
燃
性
油
入

Ｔ
Ｐ

日
本
コ
ン

・
Ｄ
Ｆ
式

日
本
コ
ン

Ｓ
Ｐ
Ｆ
、
Ｔ
Ｐ
Ｆ
、
Ｔ
Ｐ
Ａ
、
Ｔ
Ｐ
Ｂ
、
Ｔ
Ｐ
Ｅ

デ
ン
サ
工

・
Ａ
Ｉ
Ｂ
、
Ｈ
Ｐ
Ｐ
、
Ｓ
Ａ
Ｄ
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
、
Ｓ
Ｆ

デ
ン
サ
工

、
Ｓ
Ａ
Ｄ
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
、
Ｈ
Ｐ
Ｐ
、
Ｓ
Ｆ
、
Ｔ
Ｃ
Ｓ

業
株
式
会

、
Ｓ
Ｆ
Ａ
Ｉ
、
Ｓ
Ｐ
Ｆ
、
Ｔ
Ｃ
Ｂ
、
Ｔ
Ｃ
Ｓ
、
Ｔ

業
株
式
会

、
Ｔ
Ｃ
Ｂ
、
Ａ
Ｉ
Ｂ
、
Ｔ
Ｅ
Ｓ
、
Ｔ
Ｅ
Ｂ
、
Ｓ
Ｆ

社

Ｅ
Ｂ
、
Ｔ
Ｅ
Ｓ
、
Ｔ
Ｐ
Ａ
、
Ｔ
Ｐ
Ｂ
、
Ｔ
Ｐ
Ｅ
、

社

Ａ
Ｉ
、
Ｔ
Ｐ
Ｆ
Ｉ
、
Ｔ
Ｐ
Ｅ
Ｉ
、
Ｄ
Ｆ
式

株
式
会
社

Ｔ
Ｐ
Ｆ
、
Ｔ
Ｐ
Ｅ
Ｉ
、
Ｔ
Ｐ
Ｆ
Ｉ

株
式
会
社

関
西
二
井

関
西
二
井

製
作
所

製
作
所

日
新
電
機

・
Ａ
Ｆ
式
、
Ａ
Ｆ
Ｐ
式
、
不
燃
性
油
含
浸
、
三
塩

日
新
電
機

Ａ
Ｆ
式
、
Ａ
Ｆ
Ｐ
式
、
不
燃
性
油
含
浸
、
三
塩
化

株
式
会
社

化
ビ
フ
ェ
ニ
ー
ル
含
浸
、
五
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ー
ル

株
式
会
社

ビ
フ
ェ
ニ
ー
ル
含
浸
、
五
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ー
ル
含

含
浸

浸

株
式
会
社

・
不
燃
性
油
入
、
Ｄ
Ｆ
、
Ｄ
Ｆ
式
、
Ｌ
Ｖ
－
１
、

株
式
会
社

Ｔ
Ｈ
Ｋ
、
Ｌ
Ｖ
－
１
、
Ｓ
Ａ
Ｋ
、
Ｐ
Ｐ
Ａ
、
Ｐ
Ｌ

指
月
電
機

Ｌ
Ｏ
Ｗ
Ｖ
Ａ
Ｃ

Ｃ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
、
Ｐ
Ｌ
、

指
月
電
機

、
Ｄ
Ｆ
、
Ｄ
Ｆ
式
、
不
燃
性
油
入
、
Ｌ
Ｏ
Ｗ
Ｖ
Ａ

製
作
所

Ｐ
Ｐ
Ａ
、
Ｓ
Ａ
Ｋ
、
Ｔ
Ｈ
Ｋ

製
作
所

Ｃ

Ｃ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
、
ま
た
は
型
式
記
号
が

・
型
式
が
、
Ａ
Ｋ
、
Ａ
Ｌ
、
Ｂ
Ｋ
、
Ｂ
Ｌ
、
Ｃ
Ｋ

、
Ａ
Ｋ
、
Ａ
Ｌ
、
Ｂ
Ｋ
、
Ｂ
Ｌ
、
Ｃ
Ｋ
、
Ｃ
Ｌ
、

、
Ｃ
Ｌ
、
Ｄ
Ｋ
、
Ｄ
Ｌ
、
Ｆ
Ｋ
、
Ｆ
Ｌ
、
Ｈ
Ｆ
Ｔ

Ｄ
Ｋ
、
Ｄ
Ｌ
、
Ｆ
Ｋ
、
Ｆ
Ｌ
、
Ｈ
Ｆ
Ｔ
、
Ｈ
Ｔ
Ｇ

、
Ｈ
Ｔ
Ｇ
、
Ｋ
Ｋ
、
Ｋ
Ｌ
、
Ｋ
Ｔ
Ｄ
、
Ｋ
Ｔ
Ｍ
、

、
Ｋ
Ｋ
、
Ｋ
Ｌ
、
Ｋ
Ｔ
Ｄ
、
Ｋ
Ｔ
Ｍ
、
Ｋ
Ｔ
Ｑ
、

Ｋ
Ｔ
Ｑ
、
Ｋ
Ｔ
Ｔ
、
Ｋ
Ｔ
Ｕ
、
Ｐ
、
Ｒ
Ａ
Ｋ
、
Ｒ

Ｋ
Ｔ
Ｔ
、
Ｋ
Ｔ
Ｕ
、
Ｐ
、
Ｒ
Ａ
Ｋ
、
Ｒ
Ａ
Ｓ
、
Ｒ

Ａ
Ｓ
、
Ｒ
Ｄ
Ｆ
、
Ｒ
Ｍ
Ｏ
、
Ｒ
Ｗ
Ｏ
、
Ｒ
Ｚ
Ｏ
、

Ｄ
Ｆ
、
Ｒ
Ｍ
Ｏ
、
Ｒ
Ｗ
Ｏ
、
Ｒ
Ｚ
Ｏ
、
Ｓ
Ａ
Ｋ
、
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Ｓ
Ａ
Ｋ
、
Ｓ
Ａ
Ｓ
、
Ｓ
Ｔ
Ｄ
、
Ｓ
Ｔ
Ｍ
、
Ｓ
Ｔ
Ｑ

Ｓ
Ａ
Ｓ
、
Ｓ
Ｔ
Ｄ
、
Ｓ
Ｔ
Ｍ
、
Ｓ
Ｔ
Ｑ
、
Ｓ
Ｔ
Ｔ

、
Ｓ
Ｔ
Ｔ
、
Ｓ
Ｔ
Ｕ
、
Ｔ
Ｈ
Ｋ
、
Ｔ
Ｈ
Ｓ
、
Ｚ
Ａ

、
Ｓ
Ｔ
Ｕ
、
Ｔ
Ｈ
Ｋ
、
Ｔ
Ｈ
Ｓ
、
Ｚ
Ａ
、
Ｚ
Ｈ
、

、
Ｚ
Ｈ
、
Ｚ
Ｊ
で
始
ま
る
も
の
（
た
だ
し
、
Ｐ
Ｆ

Ｚ
Ｊ
で
始
ま
る
も
の
（
た
だ
し
、
Ｐ
Ｆ
、
Ｐ
Ｈ
Ｆ

、
Ｐ
Ｈ
Ｆ
、
Ｐ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
、
Ｐ
Ｐ
Ｋ
、
Ｐ
Ｐ
Ｍ
で
始

、
Ｐ
Ｐ
Ｍ
、
Ｐ
Ｐ
Ｋ
、
Ｐ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
で
始
ま
る
も
の

ま
る
も
の
は
除
く
。
）

は
除
く
）

株
式
会
社

・
不
燃
油
、
不
燃
性
油
、
油
入
Ｄ
式
、
不
燃
性
絶

株
式
会
社

不
燃
油
、
不
燃
性
油
、
油
入
Ｄ
式
、
不
燃
性
絶
縁

帝
国
コ
ン

縁
油
含
式
、
不
燃
油
絶
縁
式
、
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ー

帝
国
コ
ン

油
含
式
、
不
燃
油
絶
縁
式
、
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ー
ル

デ
ン
サ
製

ル
式
、
不
燃
性
絶
縁
油
式

デ
ン
サ
製

式
、
不
燃
性
絶
縁
油
式
、

作
所

・
型
式
が
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
で
始
ま

作
所

ま
た
は
型
式
記
号
が
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
、

る
も
の

Ｆ
で
始
ま
る
も
の

東
京
芝
浦

・
不
燃
性
絶
縁
油
入
、
シ
バ
ノ
ー
ル
、
Ｃ
Ｄ
、
Ｐ

東
京
芝
浦

Ｓ
（
型
式
番
号
が
「
Ｓ
」
で
始
ま
る
も
の
）
、
不

電
気
株
式

Ｆ
Ｃ
Ｄ

電
気
株
式

燃
性
絶
縁
油
入
、
Ｐ
Ｆ
Ｃ
Ｄ
、
Ｃ
Ｄ
、
シ
バ
ノ
ー

会
社

・
Ｓ
（
型
式
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
前
の
群
が
「
Ｓ
」

会
社

ル

で
始
ま
る
も
の
）

中
国
電
機

・
不
燃
性
油
入

中
国
電
機

不
燃
性
油
入

製
造
株
式

製
造
株
式

会
社

会
社

古
河
電
気

・
不
燃
性
油
、
不
燃
性
、
Ａ
Ｆ
式
不
燃
性
油
入

古
河
電
気

不
燃
性
油
、
不
燃
性
、
Ａ
Ｆ
式
不
燃
性
油
入

工
業
株
式

工
業
株
式

会
社

会
社

計

器

用

富
士
電
機

・
不
燃
性
油
入
、
富
士
シ
ン
ク
ロ
ー
ル
油
入
、
富

計

器

用

富
士
電
機

不
燃
性
油
入
、
富
士
シ
ン
ク
ロ
ー
ル
油
入
、
富
士
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変
成
器

製
造
株
式

士
不
燃
性
合
成
絶
縁
油
入
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

変
成
器

製
造
株
式

不
燃
性
合
成
絶
縁
油
入
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

会
社

ル
使
用

会
社

使
用

株
式
会
社

・
Ｊ
（
型
式
中
、
「
Ｊ
」
が
含
ま
れ
る
も
の
）

株
式
会
社

Ｊ
（
型
式
番
号
中
に
「
Ｊ
」
が
含
ま
れ
る
も
の
）

日
立
製
作

日
立
製
作

所

所

株
式
会
社

・
Ａ
（
型
式
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
前
の
群
に
「
Ａ
」

株
式
会
社

Ａ
（
型
式
番
号
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
前
の
群
に
「
Ａ

明
電
舎

が
含
ま
れ
る
も
の
）

明
電
舎

」
が
含
ま
れ
る
も
の
）

（
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｘ
、
Ｃ
Ｎ
Ｐ
Ａ
Ｘ
、
Ｐ
Ａ
Ｘ
、
Ｐ
Ａ
Ｘ

（
Ｐ
Ａ
Ｘ
、
Ｐ
Ａ
Ｘ
Ｅ
、
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｘ
、
Ｃ
Ｎ
Ｐ
Ａ

Ｅ
、
等
）

Ｘ
、
等
）

三
菱
電
機

・
Ｃ
Ｆ
、
Ｃ
Ｌ
Ｆ
、
Ｃ
Ｎ
Ｆ
、
Ｃ
Ｓ
Ｆ
、
Ｆ
Ｈ
、

三
菱
電
機

Ｆ
Ｈ
、
Ｃ
Ｓ
Ｆ
、
Ｃ
Ｆ
、
Ｔ
Ｈ
Ｆ
、
Ｃ
Ｎ
Ｆ
、
Ｃ

株
式
会
社

Ｈ
Ｓ
Ｆ
、
Ｔ
Ａ
、
Ｔ
Ｈ
Ｆ

株
式
会
社

Ｌ
Ｆ
、
Ｔ
Ａ
、
Ｈ
Ｓ
Ｆ

日
新
電
機

・
不
燃
油
入
、
Ａ
Ｆ
式

日
新
電
機

Ａ
（
型
式
記
号
が
「
Ａ
」
で
始
ま
る
も
の
）
、
不

株
式
会
社

・
Ａ
（
型
式
が
「
Ａ
」
で
始
ま
る
も
の
）

株
式
会
社

燃
油
入
、
Ａ
Ｆ
式

株
式
会
社

・
１
９
５
７
年
か
ら
１
９
５
８
年
製
造
の
も
の
（

株
式
会
社

1
9
5
7

年
か
ら1

9
5
8

年
製
造
の
も
の
（
計
器
用
変
圧

高
岳
製
作

計
器
用
変
圧
器
ま
た
は
接
地
型
計
器
用
変
圧
器
）

高
岳
製
作

器
ま
た
は
接
地
型
計
器
用
変
圧
器
）
、1

9
5
8

年
か

所

、
１
９
５
８
年
か
ら
１
９
５
９
年
製
造
の
も
の
（

所

ら19
5
9

年
製
造
の
も
の
（
計
器
用
変
流
器
）

計
器
用
変
流
器
）

東
光
電
気

・
不
燃
性
油
入

東
光
電
気

不
燃
性
油
入

株
式
会
社

株
式
会
社
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東
京
芝
浦

・
不
燃
性
絶
縁
油
入

東
京
芝
浦

Ｓ
（
型
式
番
号
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
後
の
群
が
「
Ｓ

電
気
株
式

・
Ｓ
（
型
式
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
後
の
群
が
「
Ｓ
」

電
気
株
式

」
で
始
ま
る
も
の
）
、
不
燃
性
絶
縁
油
入

会
社

で
始
ま
る
も
の
）

会
社

リ

ア

ク

富
士
電
機

・
不
燃
性
油
入
、
富
士
不
燃
性
合
成
絶
縁
油
入
、

リ

ア

ク

富
士
電
機

富
士
不
燃
性
合
成
絶
縁
油
入
、
富
士
シ
ン
ク
ロ
ー

ト
ル

製
造
株
式

富
士
シ
ン
ク
ロ
ー
ル
油
入

ト
ル

製
造
株
式

ル
油
入
、
不
燃
性
油
入

会
社

会
社

株
式
会
社

・
Ｊ
（
型
式
中
、
「
Ｊ
」
が
含
ま
れ
る
も
の
）

株
式
会
社

Ｊ
（
型
式
番
号
中
に
「
Ｊ
」
が
含
ま
れ
る
も
の
）

日
立
製
作

日
立
製
作

所

所

株
式
会
社

・
Ａ
（
型
式
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
前
の
群
に
「
Ａ
」

株
式
会
社

Ａ
（
型
式
番
号
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
前
の
群
に
「
Ａ

明
電
舎

が
含
ま
れ
る
も
の
（
た
だ
し
、
ハ
イ
フ
ン
が
含
ま

明
電
舎

」
が
含
ま
れ
る
も
の
）
（
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｘ
、
Ｎ
Ｉ
Ｋ

れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
）
。
）

Ａ
Ｘ
、
等

(

Ｎ
Ｉ
Ｆ
Ａ
、
Ｎ
Ｉ
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｎ
Ｉ
Ｋ
Ａ
Ｘ
、
Ｎ
Ｉ

）

Ｌ
Ａ
Ｘ
、
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｘ
、
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ｇ
Ａ
Ｘ
、
Ｎ
Ｉ

Ｒ
Ｓ
Ａ
Ｘ
、
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
Ｇ
Ａ
Ｘ
、
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ａ
、
Ｎ

Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｘ
、
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
Ａ
Ｘ
、
Ｎ
Ｏ
Ｒ
Ａ
Ｘ
、
Ｎ

Ｏ
Ｒ
Ａ
Ｘ
Ｙ
、
Ｎ
Ｏ
Ｒ
Ｓ
Ａ
Ｘ
Ｙ
、
Ｎ
Ｏ
Ｔ
Ａ
Ｘ

、
等)

三
菱
電
機

・
不
燃
性
油
入

三
菱
電
機

不
燃
性
油
入
、
Ｚ
３
１
３
６
５
５
、
Ｚ
３
１
３
６

株
式
会
社

・
１
９
６
８
年
か
ら
１
９
７
０
年
製
造
の
も
の
で

株
式
会
社

５
６
、

Ｚ
３
１
３
６
５
７
、
Ｚ
３
１
３
６
５
８
、

あ
っ
て
、
型
式
が
、
Ｚ
３
１
３
６
５
５
、
Ｚ
３
１

Ｚ
３
７
７
８
１
９

３
６
５
６
、
Ｚ
３
１
３
６
５
７
、
Ｚ
３
１
３
６
５
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８
、
Ｚ
３
７
７
８
１
９
の
も
の

日
本
コ
ン

・
Ｓ
Ｒ
Ｄ
、
Ｓ
Ｄ

日
本
コ
ン

Ｓ
Ｒ
Ｄ
、
Ｓ
Ｄ

デ
ン
サ
工

デ
ン
サ
工

業
株
式
会

業
株
式
会

社

社

日
新
電
機

・
不
燃
油
入
、
Ａ
Ｆ
式

日
新
電
機

Ａ
Ｆ
式
、
不
燃
油
入

株
式
会
社

株
式
会
社

東
京
芝
浦

・
不
燃
性
絶
縁
油
入

東
京
芝
浦

Ｓ
（
型
式
番
号
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
後
の
群
が
「
Ｓ

電
気
株
式

・
Ｓ
（
型
式
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
後
の
群
が
「
Ｓ
」

電
気
株
式

」
で
始
ま
る
も
の
）
、
不
燃
性
絶
縁
油
入

会
社

で
始
ま
る
も
の
）

会
社

古
河
電
気

・
不
燃
性
油
、
不
燃
性
、
Ａ
Ｆ
式
不
燃
性
油
入

古
河
電
気

不
燃
性
油
入
、
不
燃
性
油
、
不
燃
性

工
業
株
式

工
業
株
式

会
社

会
社

株
式
会
社

・
不
燃
性
油
入

酉
島
電
機

製
作
所

放

電

コ

日
新
電
機

・
不
燃
油
入
、
Ａ
Ｆ
式

放

電

コ

日
新
電
機

不
燃
油
入
、
Ａ
Ｆ
式

イ
ル

株
式
会
社

イ
ル

株
式
会
社

東
京
芝
浦

・
不
燃
性
絶
縁
油
入

東
京
芝
浦

Ｓ
（
型
式
番
号
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
後
の
群
が
「
Ｓ
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電
気
株
式

・
Ｓ
（
型
式
中
、
ハ
イ
フ
ン
の
後
の
群
が
「
Ｓ
」

電
気
株
式

」
で
始
ま
る
も
の
）
、
不
燃
性
絶
縁
油
入

会
社

で
始
ま
る
も
の
）

会
社

ブ

ッ

シ

東
京
芝
浦

以
下
の
条
件
を
全
て
満
た
す
も
の
（
製
造
年
及
び

ン

グ

（

電
気
株
式

型
式
は
、
ブ
ッ
シ
ン
グ
本
体
の
銘
板
で
確
認
す
る

変

圧

器

会
社

こ
と
）
。

（

電

気

・
１
９
６
６
年
か
ら
１
９
７
２
年
製
造
の
も
の
（

事

業

者

一
部
１
９
７
３
年
製
造
の
も
の
も
含
む
）

に

あ

っ

・
変
圧
器
用
若
し
く
は
壁
貫
通
用
の
も
の

て

は

柱

・
コ
ン
サ
ベ
ー
タ
及
び
油
面
計
を
付
属
し
て
い
な

状

変

圧

い
も
の

器

を

除

・
型
式
が
、
Ｍ
Ｅ
Ｈ
Ｗ
、
Ｍ
Ｅ
Ｈ
Ｗ
２
、
Ｍ
Ｅ
Ｈ

く

。

）

Ｗ
Ｒ
、
Ｍ
Ｅ
Ｗ
、
Ｍ
Ｅ
Ｗ
Ｙ
、
Ｍ
Ｈ
Ｗ
、
Ｍ
Ｈ
Ｗ

、

電

力

Ｙ
、
Ｍ
Ｋ
Ｅ
Ｈ
１
、
Ｍ
Ｋ
Ｅ
Ｈ
２
、
Ｍ
Ｋ
Ｈ
、
Ｍ

用

コ

ン

Ｗ
で
始
ま
る
も
の

デ

ン

サ

ー

、

計

器

用

変

成

器

、

リ

ア

ク

ト

ル

、

放

電

コ

イ

ル

、

電

圧

調

整

器

、

整

流

器
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、

開

閉

器

、

遮

断

器

、

中

性

点

抵

抗

器

、

避

雷

器

、

Ｏ

Ｆ

ケ

ー

ブ

ル

と

一

体

と

な

っ

て

構

成

さ

れ

る

も

の
）

様
式
第
１

様
式
第
１

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
電
気
工
作
物
の
使
用
（
設
置
・
予
備
品
保
管
）

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
電
気
工
作
物
の
使
用
（
設
置
・
予
備
品
保
管
）

届
出
書

届
出
書

年

月

日

年

月

日

殿

殿

住
所
〒

住
所
〒

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名
）
印

氏
名
）
印

電
気
事
業
法
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
５
号
の
２
（
又
は
原

電
気
事
業
法
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
５
号
の
２
の
規
定
に

子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
８
号
）
の

よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
す
る
電
気
工
作
物
の
使
用
（
設
置
・
予
備
品
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規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
（
又
は
経
済
産
業
大
臣
及
び
原
子
力
規
制
委

保
管
）
に
つ
い
て
届
け
出
ま
す
。

員
会
）
が
告
示
す
る
電
気
工
作
物
の
使
用
（
設
置
・
予
備
品
保
管
）
に
つ
い

て
届
け
出
ま
す
。

（
略
）

（
略
）

備
考
（
様
式
第
１
）

備
考
（
様
式
第
１
）

１
．
～
３
．
（
略
）

１
．
～
３
．
（
略
）

４
．
製
造
者
名
に
は
、
以
下
の
製
造
者
に
対
応
す
る
番
号
を
記
載
す
る
こ
と

４
．
製
造
者
名
に
は
、
以
下
の
製
造
者
に
対
応
す
る
番
号
を
記
載
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
（
２
４
）
そ
の
他
を
選
択
し
た
場
合
は
、
具
体
的
な
製
造
者
名

。
た
だ
し
、
（
２
３
）
そ
の
他
を
選
択
し
た
場
合
は
、
具
体
的
な
製
造
者
名

を
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
の
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

を
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
の
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

（
１
）
～
（
２
２
）
（
略
）

（
１
）
～
（
２
２
）
（
略
）

（
２
３
）

株
式
会
社
酉
島
電
機
製
作
所

（
新
設
）

（
２
４
）

そ
の
他

（
２
３
）

そ
の
他

５
．
～
８
．
（
略
）

５
．
～
８
．
（
略
）

様
式
第
１
の
２

様
式
第
１
の
２

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
電
気
工
作
物
変
更
届
出
書

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
電
気
工
作
物
変
更
届
出
書

年

月

日

年

月

日

殿

殿

住
所
〒

住
所
〒

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名
）
印

氏
名
）
印

電
気
事
業
法
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
６
号
（
又
は
原
子
力

電
気
事
業
法
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
６
号
の
規
定
に
よ
り

発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
９
号
）
の
規
定

、
同
表
第
１
５
号
の
２
の
電
気
工
作
物
の
変
更
に
つ
い
て
届
け
出
ま
す
。

に
よ
り
、
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
５
号
の
２
（
又
は
原
子
力

発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
８
号
）
の
電
気

工
作
物
の
変
更
に
つ
い
て
届
け
出
ま
す
。
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（
略
）

（
略
）

様
式
第
２

様
式
第
２

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
電
気
工
作
物
廃
止
届
出
書

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
含
有
電
気
工
作
物
廃
止
届
出
書

年

月

日

年

月

日

殿

殿

住
所
〒

住
所
〒

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名
）
印

氏
名
）
印

電
気
事
業
法
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
７
号
の
２
（
又
は
原

電
気
事
業
法
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
７
号
の
２
の
規
定
に

子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
２
１
号
）
の

よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
す
る
電
気
工
作
物
の
廃
止
に
つ
い
て
届
け
出

規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
（
又
は
経
済
産
業
大
臣
及
び
原
子
力
規
制
委

ま
す
。

員
会
）
が
告
示
す
る
電
気
工
作
物
の
廃
止
に
つ
い
て
届
け
出
ま
す
。

（
略
）

（
略
）

備
考
（
様
式
第
２
）

備
考
（
様
式
第
２
）

１
．
～
３
．
（
略
）

１
．
～
３
．
（
略
）

４
．
製
造
者
名
に
は
、
以
下
の
製
造
者
に
対
応
す
る
番
号
を
記
載
す
る
こ
と

４
．
製
造
者
名
に
は
、
以
下
の
製
造
者
に
対
応
す
る
番
号
を
記
載
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
（
２
４
）
そ
の
他
を
選
択
し
た
場
合
は
、
具
体
的
な
製
造
者

。
た
だ
し
、
（
２
３
）
そ
の
他
を
選
択
し
た
場
合
は
、
具
体
的
な
製
造
者

名
を
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
の
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

名
を
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
の
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

（
１
）
～
（
２
２
）
（
略
）

（
１
）
～
（
２
２
）
（
略
）

（
２
３
）

株
式
会
社
酉
島
電
機
製
作
所

（
新
設
）

（
２
４
）

そ
の
他

（
２
３
）

そ
の
他

５
．
廃
止
の
内
容
に
は
、
廃
止
理
由
が
「
損
壊･

焼
損
」
の
場
合
に
は
、
事
故
の
概
要
及
び

５
．
廃
止
の
内
容
に
は
、
廃
止
理
由
が
「
損
壊･

焼
損
」
の
場
合
に
は
、
事
故
の
概
要
及
び

事
故
後
の
処
理
を
、
「
そ
の
他
」
の
場
合
に
は
、
そ
の
概
要
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し

事
故
後
の
処
理
を
、
「
そ
の
他
」
の
場
合
に
は
、
そ
の
概
要
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し

、
「
損
壊
・
焼
損
」
の
場
合
、
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
９
号
（
又
は
原
子

、
「
損
壊
・
焼
損
」
の
場
合
、
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
９
号
に
基
づ
く
報

力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
２
７
号
）
に
基
づ
く
報
告
を
行
っ
た

告
を
行
っ
た
、
又
は
行
う
予
定
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
、
具
体
的
な
記
載
は



- 18 -

、
又
は
行
う
予
定
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
、
具
体
的
な
記
載
は
省
略
可
能

省
略
可
能
と
す
る
こ
と
。

と
す
る
こ
と
。

６
．
～
８
．
（
略
）

６
．
～
８
．
（
略
）

様
式
第
３

様
式
第
３

電
気
工
作
物
の
絶
縁
油
漏
洩
に
係
る
事
故
届
出
書

電
気
工
作
物
の
絶
縁
油
漏
洩
に
係
る
事
故
届
出
書

年

月

日

年

月

日

殿

殿

住
所

〒

住
所

〒

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
印

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
印

電
気
事
業
法
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
９
号
（
又
は
原
子
力

電
気
事
業
法
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
９
号
の
規
定
に
よ
り

発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
２
７
号
）
の
規
定

、
電
気
工
作
物
の
絶
縁
油
漏
洩
に
係
る
事
故
に
つ
い
て
届
け
出
ま
す
。

に
よ
り
、
電
気
工
作
物
の
絶
縁
油
漏
洩
に
係
る
事
故
に
つ
い
て
届
け
出
ま
す

。
事
業
場
の
名
称

事
業
場
の
名
称

事
業
場
の
所
在
地

〒

事
業
場
の
所
在
地

〒

連
絡
先

連
絡
先

種

類

定

格

製

造

型

式

使

用

製

造

設

置

個

数

種

類

定

格

製

造

型

式

使

用

製

造

設

置

個

数

者

名

状

態

年

月

年

月

者

名

状

態

年

月

年

月
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発
生
日
時

復
旧
日
時

発
生
日
時

復
旧
日
時

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
含
有
濃
度

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
含
有
の
有

１
：
有
（

）

２
：
無

無
（
濃
度
）

事
故
の
状
況

事
故
の
状
況

講
じ
た
措
置

講
じ
た
措
置

（
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
）

（
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
）

備
考
（
様
式
第
３
）

備
考
（
様
式
第
３
）
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１
．
～
３
．
（
略
）

１
．
～
３
．
（
略
）

４
．
製
造
者
名
に
は
、
以
下
の
製
造
者
に
対
応
す
る
番
号
を
記
載
す
る
こ
と

４
．
製
造
者
名
に
は
、
以
下
の
製
造
者
に
対
応
す
る
番
号
を
記
載
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、(

2
4
)

そ
の
他
を
選
択
し
た
場
合
は
、
具
体
的
な
製
造
者
名
を
そ

。
た
だ
し
、
（
２
３
）
そ
の
他
を
選
択
し
た
場
合
は
、
具
体
的
な
製
造
者
名

の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
の
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

を
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
の
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

（
１
）
～
（
２
２
）
（
略
）

（
１
）
～
（
２
２
）
（
略
）

（
２
３
）

株
式
会
社
酉
島
電
機
製
作
所

（
新
設
）

（
２
４
）

そ
の
他

（
２
３
）

そ
の
他

５
．
使
用
状
態
の
欄
は
、
本
報
告
を
行
う
時
点
に
お
け
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条

５
．
使
用
状
態
の
欄
は
、
本
報
告
を
行
う
時
点
に
お
け
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条

（
又
は
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
）
に
基
づ
く
届
出

に
基
づ
く
届
出
の
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
後
電
気
関
係
報
告
規
則

の
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
後
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
第
１
７

第
４
条
第
１
７
号
の
２
に
基
づ
く
届
出
を
す
る
予
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
そ

号
の
２
（
又
は
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
第
２
１
号

の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
の
欄
に
も
記
載
す
る
こ
と
。

）
に
基
づ
く
届
出
を
す
る
予
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ

き
事
項
の
欄
に
も
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
～
１
０
．
（
略
）

６
．
～
１
０
．
（
略
）

（
別
紙
）

（
別
紙
）

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
し
て
い
る
電
気
工
作

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
し
て
い
る
電
気
工
作

物
の
報
告
に
係
る
関
係
法
令
の
解
釈
に
つ
い
て

物
の
報
告
に
係
る
関
係
法
令
の
解
釈
に
つ
い
て
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【
電
気
関
係
報
告
規
則
第
２
条
の
表
第
６
号
】

【
電
気
関
係
報
告
規
則
第
２
条
の
表
第
６
号
】

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
柱
上
変
圧
器
の

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
柱
上
変
圧
器
の

使
用
状
況
調
査
年
報
（
当
該
機
器
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。
）

使
用
状
況
調
査
年
報
（
当
該
機
器
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。
）

１
．
目
的

１
．
目
的

電
気
事
業
者
が
設
置
す
る
柱
上
変
圧
器
に
関
し
て
は
、
台
数
が
膨
大
で
あ
る

電
気
事
業
者
が
設
置
す
る
柱
上
変
圧
器
に
関
し
て
は
、
台
数
が
膨
大
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
実
効
的
な
制
度
の
運
用
を
図
り
つ
つ
、
適
切
に
把
握
す
る
た
め
、

こ
と
か
ら
、
実
効
的
な
制
度
の
運
用
を
図
る
た
め
、
年
１
回
の
定
期
報
告
と
し

年
１
回
の
定
期
報
告
と
し
て
平
成
１
６
年
３
月
１
日
付
け
で
、
電
気
関
係
報
告

て
旧
電
気
関
係
報
告
規
則
第
２
条
の
表
第
一
号
の
「
電
気
事
業
関
係
設
備
年
報

規
則
第
２
条
の
表
第
６
号
の
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を

」
の
第
４
表
の
「
配
電
線
路
」
の
配
電
用
変
圧
器
の
欄
に
使
用
中
の
総
台
数
及

使
用
す
る
柱
上
変
圧
器
の
使
用
状
況
調
査
年
報
（
当
該
機
器
を
有
す
る
場
合
に

び
総
容
量
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
た
た
め
、
当
該
届
出
制
度
の
対
象
か
ら
は
除

限
る
。
）
」
を
届
出
の
対
象
と
し
て
追
加
し
た
も
の
。

外
し
た
。

平
成
１
６
年
３
月
１
日
付
け
で
、
電
気
関
係
報
告
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と

い
う
。
）
の
一
部
改
正
を
行
い
、
そ
の
内
、
電
気
事
業
者
が
設
置
す
る
ポ
リ
塩

化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
柱
上
変
圧
器
の
使
用
状
況
に

つ
い
て
は
、
引
き
続
き
適
切
に
把
握
す
る
た
め
、
新
た
に
改
正
電
気
関
係
報
告

規
則
第
２
条
の
表
第
６
号
の
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を

使
用
す
る
柱
上
変
圧
器
の
使
用
状
況
調
査
年
報
（
当
該
機
器
を
有
す
る
場
合
に

限
る
。
）
」
を
届
出
の
対
象
と
し
て
追
加
し
た
も
の
。

２
．
運
用
上
の
解
釈

２
．
運
用
上
の
解
釈

絶
縁
油
に
含
ま
れ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
量
が
試
料
１
ｋ
ｇ
に
つ
き

０
．
５
ｍ
ｇ
以
下
で
あ
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
は
、

報
告
の
対
象
外
と
す
る
。

ま
た
、
地
上
設
置
形
変
圧
器
及
び
地
下
設
置
形
変
圧
器
並
び
に
柱
上
変
圧
器

地
上
設
置
形
変
圧
器
及
び
地
下
設
置
形
変
圧
器
並
び
に
柱
上
変
圧
器
（
自
家

（
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
電
気
関
係

用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
２
条
の
表
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報
告
規
則
第
２
条
の
表
第
６
号
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
の
対
象
で
は
な
く
、
電

第
６
号
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
の
対
象
で
は
な
く
、
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４

気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
第
１
５
号
の
２
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
の
対
象
と
す

条
第
１
５
号
の
２
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
の
対
象
と
す
る
。

る
。

な
お
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
柱
上
変
圧

な
お
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
柱
上
変
圧

器
を
設
置
す
る
電
気
事
業
者
に
お
い
て
、
３
月
３
１
日
現
在
で
、
当
該
機
器
を

器
を
設
置
す
る
電
気
事
業
者
に
お
い
て
、
毎
年
３
月
３
１
日
現
在
で
、
当
該
機

全
て
廃
止
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
翌
年
度
以
降
、
当
該
報
告
を
要
し
な
い
も

器
を
全
て
廃
止
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
翌
年
度
以
降
、
当
該
報
告
を
要
し
な

の
と
す
る
。

い
も
の
と
す
る
。

【
平
成
１
６
年
経
済
産
業
省
告
示
第
６
７
号
及
び
平
成
２
４
年
経
済
産
業
省
告

【
平
成
１
６
年
経
済
産
業
省
告
示
第
６
７
号
】

示
第
２
０
２
号
】

（
略
）

（
略
）

原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済

（
新
設
）

産
業
省
令
第
７
１
号
）
第
四
条
の
表
第
十
八
号
及
び
第
二
十
一
号
の
届
出

を
要
す
る
場
合
の
欄
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
告
示
す
る
電
気
工
作
物
を

次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
四
年
九
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
四
条
の
表
第
十
八

号
及
び
第
二
十
一
号
の
届
出
を
要
す
る
場
合
の
欄
に
規
定
す
る
電
気
工
作

物
は
、
次
に
掲
げ
る
電
気
工
作
物
と
す
る
。

一

変
圧
器

二

計
器
用
変
成
器

三

放
電
コ
イ
ル

四

開
閉
器

五

遮
断
器
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六

中
性
点
抵
抗
器

七

避
雷
器

八

Ｏ
Ｆ
ケ
ー
ブ
ル

１
．
（
略
）

１
．
（
略
）

２
．
運
用
上
の
解
釈

２
．
運
用
上
の
解
釈

電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
５
号
の
２
及
び
同
表
第
１
７
号
の

届
出
を
要
す
る
電
気
工
作
物
は
、
事
業
用
電
気
工
作
物
（
電
気
事
業
の
用
に

２
の
届
出
を
要
す
る
電
気
工
作
物
は
、
事
業
用
電
気
工
作
物
（
電
気
事
業
の
用

供
す
る
電
気
工
作
物
及
び
自
家
用
電
気
工
作
物
）の
う
ち
、
次
の
も
の
と
す
る
。

に
供
す
る
電
気
工
作
物
及
び
自
家
用
電
気
工
作
物
）
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲

な
お
、
ブ
ッ
シ
ン
グ
、
電
圧
調
整
器
等
の
装
置
が
当
該
電
気
工
作
物
と
一
体
と

げ
る
も
の
と
し
、
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の

な
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
で
、
当
該
電
気
工
作
物
に
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を

表
第
１
８
号
及
び
同
表
第
２
１
号
の
届
出
を
要
す
る
電
気
工
作
物
を
次
の
第
一

含
有
す
る
絶
縁
油
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
当
該
装
置
に
ポ
リ
塩
化
ビ
フ

号
（
柱
上
変
圧
器
を
除
く
。
）
、
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号

ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
電
気
工
作
物

ま
で
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

で
の
届
出
の
対
象
と
す
る
。

な
お
、
ブ
ッ
シ
ン
グ
、
電
圧
調
整
器
等
の
装
置
が
当
該
電
気
工
作
物
と
一
体
と

な
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
で
、
当
該
電
気
工
作
物
に
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を

含
有
す
る
絶
縁
油
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
当
該
装
置
に
ポ
リ
塩
化
ビ
フ

ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
電
気
工
作
物

で
の
届
出
の
対
象
と
す
る
。

一

変
圧
器
（
電
気
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
柱
上
変
圧
器
を
除
く
。
）

一

変
圧
器
（
電
気
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
柱
上
変
圧
器
を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

二

電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー

二

電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー

（
略
）

（
略
）

三

計
器
用
変
成
器

三

計
器
用
変
成
器

（
略
）

（
略
）

四

リ
ア
ク
ト
ル

四

リ
ア
ク
ト
ル

（
略
）

（
略
）
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五

放
電
コ
イ
ル

五

放
電
コ
イ
ル

（
略
）

（
略
）

六

電
圧
調
整
器

六

電
圧
調
整
器

（
略
）

（
略
）

七

整
流
器

七

整
流
器

（
略
）

（
略
）

八

開
閉
器

八

開
閉
器

（
略
）

（
略
）

九

遮
断
器

九

遮
断
器

（
略
）

（
略
）

十

中
性
点
抵
抗
器

十

中
性
点
抵
抗
器

（
略
）

（
略
）

十
一

避
雷
器

十
一

避
雷
器

（
略
）

（
略
）

十
二

O
F

ケ
ー
ブ
ル

十
二

O
F

ケ
ー
ブ
ル

（
略
）

（
略
）

【
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
５
号
の
２
、
同
表
第
１
６
号
及
び
同

【
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
５
号
の
２
、
同
表
第
１
６
号
及
び
同

表
第
１
７
号
の
２
並
び
に
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第

表
第
１
７
号
の
２
】

４
条
の
表
第
１
８
号
、
同
表
第
１
９
号
及
び
同
表
第
２
１
号
】

電
気
関
係
報
告
規
則
第
四
条
の
表

十
五
の
二
～
十
七
の
二

（
略
）

十
五
の
二
～
十
七
の
二

（
略
）
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原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
四
条
の
表

（
新
設
）

十
八

現
に
設
置
し
て
い
る
又
は
予
備
と
し
て
有
し
て
い
る
別
に
告
示

す
る
原
子
力
発
電
工
作
物
で
あ
っ
て
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
有

す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
（
直

ち
に
、
当
該
原
子
力
発
電
工
作
物
を
廃
止
し
、
第
二
十
一
号
の
届
出

を
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
九

第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
施
設
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
六

号
若
し
く
は
第
十
五
号
の
二
の
電
気
工
作
物
又
は
騒
音
規
制
法
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
内
に
設
置
さ
れ
る
発
電

所
若
し
く
は
変
電
所
、
開
閉
所
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
所
の

電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
同
法
第
二
条
第
一
項
の
特
定
施
設
に
該
当
す

る
も
の
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
、
住
所
若
し
く
は
法

人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
若
し
く
は
工
場
若
し
く
は
事
業

場
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
（
第
十
五
号
の
二
の
電
気
工
作
物
を
設

置
し
て
い
る
又
は
予
備
と
し
て
有
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名
を
除
く
。
）
又
は
第
十
五
号
の
二
の
電
気
工
作
物
の
設
置
若

し
く
は
予
備
の
別
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

二
十
一

別
に
告
示
す
る
原
子
力
発
電
工
作
物
で
あ
っ
て
ポ
リ
塩
化
ビ

フ
ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
も
の
を
廃
止
し
た
場
合

１
．
目
的

（
略
）

１
．
目
的

（
略
）

２
．
運
用
上
の
解
釈

２
．
運
用
上
の
解
釈

絶
縁
油
に
含
ま
れ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
量
が
試
料
１
ｋ
ｇ
に
つ
き

０
．
５
ｍ
ｇ
以
下
で
あ
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
は
、

届
出
の
対
象
外
と
す
る
。
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ま
た
、
電
気
事
業
法
第
５
５
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
ポ
リ
塩
化
ビ
フ

電
気
事
業
法
第
５
５
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

ェ
ニ
ル
を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
の
地
位

を
含
有
す
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
の
地
位
を
承
継

を
承
継
し
た
場
合
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
を
行
う
こ
と
で
、
同

し
た
場
合
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
を
行
う
こ
と
で
、
同
行
為
に

行
為
に
関
し
、
電
気
関
係
報
告
規
則
規
則
第
４
条
の
表
第
１
５
号
の
２
、
同
表

関
し
、
規
則
第
４
条
第
１
５
号
の
２
、
同
表
第
１
６
号
及
び
同
表
第
１
７
号
の

第
１
６
号
及
び
同
表
第
１
７
号
の
２
並
び
に
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気

２
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
８
号
、
同
表
第
１
９
号
及
び
同
表
第
２
１
号

ま
た
、
当
該
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
他
の
者
に
譲
り
渡
す
、
又
は
他
の
者
か

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

ら
譲
り
受
け
る
場
合
、
前
者
は
同
表
第
１
７
号
の
２
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
、

ま
た
、
当
該
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
他
の
者
に
譲
り
渡
す
、
又
は
他
の
者
か

後
者
は
同
表
第
１
５
号
の
２
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。

ら
譲
り
受
け
る
場
合
、
前
者
は
電
気
関
係
報
告
規
則
規
則
第
４
条
の
表
第
１
７

な
お
、
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
様
式
第
１
、
様
式
第
１
の
２
及
び
様
式
第

号
の
２
及
び
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第

２
の
備
考
欄
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
１
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
、
後
者
は
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第

１
５
号
の
２
及
び
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の

表
第
１
８
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
様
式
第
１
、
様
式
第
１
の
２
及
び
様
式
第

２
の
備
考
欄
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

【
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
９
号
及
び
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係

【
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
１
９
号
】

る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
４
条
の
表
第
２
７
号
】

電
気
関
係
報
告
規
則
第
四
条
の
表

十
九

（
略
）

十
九

（
略
）

原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
四
条
の
表

（
新
設
）

二
十
七

原
子
力
発
電
工
作
物
の
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
、
絶

縁
油
が
構
内
以
外
に
排
出
さ
れ
た
、
又
は
地
下
に
浸
透
し
た
場
合
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１
．
目
的

（
略
）

１
．
目
的

（
略
）

２
．
運
用
上
の
解
釈

２
．
運
用
上
の
解
釈

「
破
損
そ
の
他
の
事
故
」
と
は
、
電
気
関
係
報
告
規
則
第
１
条
第
２
項
第
３

「
破
損
そ
の
他
の
事
故
」
と
は
、
規
則
第
１
条
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る

号
及
び
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
第
１
条
第
２
項
第
３

破
損
事
故
に
加
え
、
い
か
な
る
原
因
で
あ
っ
て
も
絶
縁
油
が
当
該
電
気
工
作
物

号
に
規
定
す
る
破
損
事
故
に
加
え
、
い
か
な
る
原
因
で
あ
っ
て
も
絶
縁
油
が
当

か
ら
漏
洩
し
た
状
態
に
あ
る
場
合
を
指
し
て
い
る
。

該
電
気
工
作
物
か
ら
漏
洩
し
た
状
態
に
あ
る
場
合
を
指
し
て
い
る
。

「
構
内
以
外
に
排
出
さ
れ
た
」
場
合
と
は
、
一
般
公
衆
が
容
易
に
ふ
れ
る
こ

「
構
内
以
外
に
排
出
さ
れ
た
」
場
合
と
は
、
一
般
公
衆
が
容
易
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
排
出
さ
れ
た
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
さ
く
、
へ
い
等
に

と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
排
出
さ
れ
た
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
さ
く
、
へ
い
等
に

よ
り
区
切
ら
れ
た
発
電
所
並
び
に
変
電
所
、
開
閉
所
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場

よ
り
区
切
ら
れ
た
発
電
所
並
び
に
変
電
所
、
開
閉
所
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場

所
の
構
内
及
び
取
扱
者
以
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
こ
と
で
き
な
い
屋
内
の
電

所
の
構
内
及
び
取
扱
者
以
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
こ
と
で
き
な
い
屋
内
の
電

気
室
等
に
排
出
さ
れ
た
場
合
は
こ
れ
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

気
室
等
に
排
出
さ
れ
た
場
合
は
こ
れ
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

「
地
下
に
浸
透
し
た
場
合
」
と
は
、
変
電
所
に
お
け
る
変
圧
器
の
防
油
堤
内

「
地
下
に
浸
透
し
た
場
合
」
と
は
、
変
電
所
に
お
け
る
変
圧
器
の
防
油
堤
内

の
漏
洩
及
び
地
中
電
線
路
に
お
け
る
マ
ン
ホ
ー
ル
内
の
漏
洩
な
ど
当
該
電
気
工

の
漏
洩
及
び
地
中
電
線
路
に
お
け
る
マ
ン
ホ
ー
ル
内
の
漏
洩
な
ど
当
該
電
気
工

作
物
以
外
の
他
の
工
作
物
に
よ
り
そ
れ
以
上
浸
透
し
な
い
等
絶
縁
油
を
回
収
す

作
物
以
外
の
他
の
工
作
物
に
よ
り
そ
れ
以
上
浸
透
し
な
い
等
絶
縁
油
を
回
収
す

る
こ
と
が
可
能
な
場
合
を
除
き
、
地
表
か
ら
地
中
に
浸
透
し
た
場
合
を
指
し
て

る
こ
と
が
可
能
な
場
合
を
除
き
、
地
表
か
ら
地
中
に
浸
透
し
た
場
合
を
指
し
て

い
る
。

い
る
。

し
た
が
っ
て
、
破
損
そ
の
他
の
事
故
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
構
内

し
た
が
っ
て
、
破
損
そ
の
他
の
事
故
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
構
内

以
外
に
排
出
さ
れ
た
と
き
又
は
地
下
に
浸
透
し
た
と
き
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

以
外
に
排
出
さ
れ
た
と
き
又
は
地
下
に
浸
透
し
た
と
き
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
と
き
は
、
届
出
の
対
象
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。

な
い
と
き
は
、
届
出
の
対
象
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。

な
お
、
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
様
式
第
３
の
備
考
欄
に
よ
る
も
の
と
す
る

ま
た
、
絶
縁
油
に
含
ま
れ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
量
が
試
料
１
ｋ
ｇ

。

に
つ
き
０
．
５
ｍ
ｇ
以
下
で
あ
る
絶
縁
油
を
使
用
す
る
電
気
工
作
物
に
つ
い

て
は
、
届
出
の
対
象
外
と
す
る
。

な
お
、
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
様
式
第
３
の
備
考
欄
に
よ
る
も
の
と
す
る

。


